
川
内
市
、
串
木
野
市
、
樋
脇
町
、
入

来
町
、
東
郷
町
、
祁
答
院
町
、
里
村
、

上
甑
村
、
下
甑
村
、
鹿
島
村
の
二
市
四

町
四
村
は
十
月
七
日
、

川
西
薩
地
区

任
意
合
併
協
議
会

を
設
立
し
ま
し
た
。

設
立
総
会
に
は
各
市
町
村
の
首
長
、

助
役
、議
会
議
長
ら
約
九
十
人
が
出
席
。

会
長
に
準
備
会
会
長
を
務
め
た
森
卓

朗
・
川
内
市
長
、
副
会
長
に
冨
永
茂

穂
・
串
木
野
市
長
、
黒
瀬
一
郎
・
樋
脇

町
長
、
原
口
博
文
・
川
内
市
議
会
議
長

を
そ
れ
ぞ
れ
選
出
し
ま
し
た
。

引
き
続
き
行
わ
れ
た
第
一
回
の
会
議

で
は
、
平
成
十
四
年
度
の
事
業
計
画
と

予
算
を
承
認
。
十
一
月
上
旬
に
約
五
千

六
百
世
帯
を
対
象
に
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト

を
実
施
す
る
こ
と
な
ど
を
決
め
ま
し

た
。
ま
た
合
併
方
式
や
新
市
名
称
の
決

定
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
十
一
月
八
日

に
開
く
第
二
回
会
議
に
意
見
を
持
ち
寄

る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
経
過
と
し
て
、
三
月
か

ら
課
長
級
職
員
で
構
成
す
る
合
併
問
題

勉
強
会
な
ど
を
重
ね
た
末
、
祁
答
院
町

以
外
の
二
市
三
町
四
村
は
八
月
に
任
意

協
議
会
設
立
準
備
会
を
発
足
。
九
月
に

は
祁
答
院
町
も
加
わ
り
、
今
回
の
任
意

協
議
会
発
足
と
な
り
ま
し
た
。

任
意
協
議
会
で
は
今
後
十
二
月
末
ま

で
に
四
回
の
会
議
を
開
催
し
、
来
年
一

月
に
は
法
定
協
議
会
を
正
式
発
足
さ
せ

る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

川
西
薩
地
区

市

町

村

川
西
薩
地
区

市

町

村

任意合併協議会の設立総会（上）
と協議会第 回会議（左）



川
西
薩
地

区
任
意
合
併

協
議
会
が
発

足
し
、
協
議

会
会
長
と
い

う
重
責
を
担

う
こ
と
に
な

多
彩
な
地
域
の
個
性
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
地
方

の
拠
点
都
市
が
誕
生
す
る
よ
う
に
、
皆
様
と
と
も

に
知
恵
を
出
し
合
い
、
汗
を
か
き
な
が
ら
目
標
に

向
か
っ
て
頑
張
っ
て
い
く
所
存
で
す
。

協
議
会
の

副
会
長
と
い

う
大
役
を
い

た
だ
き
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
行
政
団

体
の
意
見
調

任意合併協議会設立のごあいさつ

会

長川内
市
長

森

卓

朗

副
会
長

串
木
野
市
長

冨

永

茂

穂

副
会
長

樋
脇
町
長

黒

瀬

一

郎

整
に
向
け
て
、会
長
を
補
佐
す
る
た
め
に
努
力
し

た
い
と
い
う
気
持
ち
は
人
後
に
落
ち
な
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。行
政
と
住
民
が
と
も
に
手
を
携
え
、

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
頑
張
る
所

存
で
す
。

副
会
長

川
内
市
議
会
議
長

原

口

博

文

副
会
長
と

い
う
重
責
を

い
た
だ
き
ま

し
た
。
協
議

会
の
委
員
や

住
民
の
皆
様

方
の
ご
指

導
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
精
一
杯
頑
張
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
市
四
町
四
村
の
皆

様
方
が
最
後
ま
で
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
一
致
し
た

考
え
で
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
ま
す
こ
と
を

期
待
し
て
お
り
ま
す
。

第
一
回
会
議
の
主
な
結
果

平
成
十
四
年
度
事
業
計
画

協
議
会
の
第
二
回
会
議
を
十
一
月
八
日
、
第
三

回
会
議
を
十
一
月
十
八
日
、
第
四
回
会
議
を
十
二

月
二
十
五
日
に
開
催
予
定
な
ど
。

平
成
十
四
年
度
歳
入
歳
出
予
算

歳
入
は
協
議
会
構
成
市
町
村
負
担
金
の
計
三
千

二
百
九
十
九
万
円
。
歳
出
の
内
訳
は
会
議
費
、
事

務
局
運
営
費
、
ま
ち
づ
く
り
計
画
策
定
事
業
費
、

広
報
広
聴
事
業
費
な
ど
。

新
市
将
来
構
想
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

新
市
将
来
構
想
の
策
定
に
あ
た
り
、
現
在
や
合

併
後
の
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
住
民
の
意

向
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
を
構
想
策
定
の
参
考
と

し
て
活
用
し
ま
す
。

事
務
事
業
現
況
調
査
実
施

事
務
事
業
一
元
化
調
整
の
た
め
、
約
四
千
項
目

の
事
務
事
業
に
つ
い
て
、そ
の
内
容
、根
拠
条
例
・

法
律
、
事
業
費
・
財
源
内
訳
・
職
員
事
務
量
等
の

現
況
の
と
り
ま
と
め
を
行
い
ま
す
。

り
ま
し
た
。
今
日
に
至
る
ま
で
は
二
市
四
町
四
村

と
何
回
と
な
く
会
議
を
重
ね
、
さ
ら
に
は
地
域
の

将
来
構
想
に
関
す
る
調
査
や
研
究
、
行
政
等
の
比

較
等
を
行
い
な
が
ら
広
域
で
の
枠
組
み
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
研
究
・
調
整
・
協
議
を
続
け
て
き
ま
し

た
。こ

れ
か
ら
は
二
市
四
町
四
村
の
皆
様
と
と
も
に

力
を
合
わ
せ
、
心
を
合
わ
せ
て
新
市
の
将
来
構
想

に
か
か
わ
る
諸
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
含
め

て
事
務
事
業
の
現
況
調
査
等
も
行
い
な
が
ら
、
法

定
協
議
会
の
設
立
に
向
け
た
諸
協
議
を
や
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
来
る
十
二

月
末
に
は
法
定
協
議
会
に
こ
ぎ
つ
け
る
よ
う
、
会

長
と
し
て
皆
様
の
ご
意
見
を
十
分
尊
重
し
な
が
ら

ま
と
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
と
地
方
を
問
わ
ず
、
行
財
政
改
革
の
嵐
の
中

で
そ
れ
ぞ
れ
市
町
村
行
政
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

地
方
分
権
の
時
代
を
迎
え
、
少
子
高
齢
化
の
進
展

と
厳
し
さ
を
増
す
財
政
状
況
の
中
で
、
行
政
能
力

の
向
上
、
行
財
政
基
盤
の
強
化
を
図
る
た
め
、
合

併
は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
課
題
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
地
域
住
民
の
皆
様
方
の
福
祉

の
向
上
に
つ
な
が
り
、
一
緒
に
な
っ
て
よ
か
っ
た

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
都
市
、
二
十
一
世
紀
の
理
想

的
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
市
四
町
四

村
の
任
意
合
併

協
議
会
副
会
長

に
ご
推
薦
い
た

だ
き
ま
し
た
。

私
は
議
会
の
代

表
で
す
か
ら
、

あ
く
ま
で
も
議
会
の
立
場
を
尊
重
し
、
住
民
の
た

め
に
は
何
が
一
番
大
切
か
を
基
本
に
会
長
を
補
佐

し
、
協
議
会
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
そ
の
役
目
を
果
た
す
た
め
に
努
力
し
て

い
き
ま
す
。



川西薩地区の２市４町４村�

※法定協議会設立準備から�
合併まで最低22カ月必要�
�

合併準備(法定協議会設立準備)

法定協議会設立�

合併協定の調印�

市町村議会の議決�

知 事 へ の 申 請�

県 議 会 の 議 決�

知 事 の 決 定�

総務大臣への届出�

総務大臣の告示�

新  市  誕  生�新  市  誕  生�

合併協議の主な流れ�

一元化協議等�

川西薩地区任意合併協議会組織図�
任 意 合 併 協 議 会�

●各種の調査研究�
●新市まちづくり計画策定方針の
　検討�
●法定合併協議会設置に関する事項�
●合併に関する基本的事項�
　　首長(10名)、助役(10名)�
　　議長(10名)、議員(10名)�
　　顧問(３名)

幹　　　事　　　会�
●協議会への提案事項に関する事項�
●専門部会の進行管理等に関する事
　項�
●合併に関する基本的事項の調整�
　助役(10名)、専門部会長(９名)�
　合併担当部・課長(12名)�
　オブザーバー(県２名)

■調査研究プロジェクトチーム(横断的分野の調査研究)�
●新市まちづくり事業調査研究プロジェクトチーム�
●財政計画調査研究プロジェクトチーム�
●コミュニティ政策調査研究プロジェクトチーム�
●組織機構調査研究プロジェクトチーム�

●専門的な協議と調整　　　●現況及び調整項目の取りまとめ�
●各部会に事務局を置く(構成市町村で分担する。)�

【構成市町村及び一部事務組合の全ての部課長】�

事　　　務　　　局�
●協議会、幹事会組織の事務�
●合併協議基本４項目の調整�
●全般の処理�
●幹事会(直轄)調査研究プロジェク
　トチームの事務�
　事務局長、次長、総務・広報班�
　調整第一班・調整第二班、計画班�

鹿児島県市町村合併支援本部�
(及び地域支援本部：県川内総務事務所)�

●協議会へ顧問・幹事会へオブ�
　ザーバー参加�
●助言、職員の事務局への派遣�

監査委員(２名)

市町村長調整会�

専 門 部 会 ( ９ 部 会)

分　　科　　会（各専門部会ごとに複数・計45分科会)�
●専門部会における実際の作業チーム　�
●各分科会に事務局を置く(構成市町村で分担する。)�

【各市町村及び一部事務組合の補佐・係長ほか主管担当者】�

�

総　　務　　部　　会�

住民健康福祉部会�

教　　育　　部　　会�

企 画 財 政 部 会�

建　　設　　部　　会�

議 会 ・ 監 査 部 会�

産 業 経 済 部 会�

上 下 水 道 部 会�

電 算 情 報 部 会�



事 務 局 長�

事務局次長�

総務広報班�
（４名）�

調整第一班�
（３名）�

調整第二班�
（３名）�

計　画　班�
（３名）�

事務局次長�

合
併
担
当
者
説
明
会
を
開
催

任
意
合
併
協
議
会
の
設
立
を
受
け
て
十
月
十

日
、
川
内
市
民
会
館
に
二
市
四
町
四
村
の
合
併
担

当
者
が
集
ま
り
、
合
併
担
当
者
等
説
明
会
を
開
催

し
ま
し
た
。

説
明
会
で
は
、
田
中
良
二
事
務
局
長
の
あ
い
さ

つ
に
続
い
て
出
席
者
の
紹
介
が
あ
っ
た
後
、
任
意

合
併
協
議
会
事
務
局
か
ら
、
任
意
合
併
協
議
会
設

立
ま
で
の
経
過
報
告
、
約
四
千
項
目
に
上
る
事
務

事
業
現
況
調
査
の
実
施
要
領
、
専
門
部
会
の
運
営

な
ど
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
各
市
町
村
の
合
併

担
当
者
ら
は
合
併
ま
で
の
細
か
な
作
業
内
容
等
を

確
認
し
合
い
ま
し
た
。

調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
が
作
業
に
着
手

任
意
合
併
協
議
会
で
は
、
新
市
ま
ち
づ
く
り
事

業

財
政
計
画

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
政
策

組

織
機
構

の
四
つ
の
テ
ー
マ
の
調
査
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、こ
の
た
び
作
業
に

着
手
し
ま
し
た
。

合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
事
務
事
業
の
調
整
（
一

元
化
）作
業
と
は
別
に
、合
併
後
の
新
市
の
政
策
研
究

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

二
市
四
町
四
村
か
ら
抽
出
し
た
約
五
千
六
百
世

帯
（
全
世
帯
の
一
割
程
度
）
と
、
小
学
校
区
あ
る

い
は
地
区
単
位
（
鹿
島
村
は
区
）
の
自
治
団
体
代

表
者
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
日
ご
ろ
、
住
民
の
皆
様
が
住
み
や
す
さ
や
魅

力
に
感
じ
て
い
る
こ
と
、
新
市
が
め
ざ
す
べ
き
将

来
像
と
優
先
施
策
等
に
つ
い
て
の
考
え
方
な
ど
を

伺
う
も
の
で
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
は
十
一
月
上
旬
に
発
送
し
、
回

収
・
分
析
後
、
十
二
月
に
そ
の
結
果
を
公
表
し
ま

す
。
新
市
の
将
来
構
想
策
定
の
参
考
と
し
て
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

協
議
会
会
議
は
傍
聴
で
き
ま
す

協
議
会
の
会
議
は
住
民
の
方
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

一
般
傍
聴
人
の
定
員
は
三
十
人
。会
場
の
都
合
で
定

員
の
数
が
増
減
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
所
定
の
傍
聴
届
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
、
協
議
会
の
事
務
局
に

提
出
し
、
傍
聴
証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

傍
聴
証
は
会
議
開
催
予
定
時
刻
の
十
五
分
前
か
ら

先
着
順
に
交
付
。
傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
る

場
合
は
く
じ
引
き
で
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設

市
町
村
合
併
に
関
す
る
情
報
を
住
民
の
皆
様
に

提
供
し
、
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
判
断
材
料
と

し
て
い
た
だ
く
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
十
一
月
開
設
し
ま
す
。

合
併
の
経
過
、
合
併
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
協
議
会

開
催
状
況
、
議
事
録
、
合
併

を
掲
載
す
る

ほ
か
、
皆
様
の
ご
意
見
や
お
問
い
合
わ
せ
に
も
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
ア
ド
レ
ス
は
各
市
町
村
の
広
報
誌
な
ど
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

今
後
の
協
議
会
会
議
開
催
予
定

協
議
会
の
第
二
回
会
議
は
十
一
月
八
日
（
金
）

午
後
一
時
半
か
ら
串
木
野
市
の

シ
ー
サ
イ
ド

ガ
ー
デ
ン
さ
の
さ
、第
三
回
会
議
は
十
八
日（
月
）

午
後
一
時
半
か
ら
川
内
市
の
お
お
と
り
荘
で
開

催
予
定
で
す
。

講
演
会
の
開
催
予
定

川
西
薩
地
区
任
意
合
併
協
議
会
で
は
、
住
民
の

皆
様
に
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
現
状
や
課
題
を

確
認
し
、
市
町
村
合
併
の
あ
り
方
に
つ
い
て
認
識

を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
川
西
薩
地
区
任
意
合

併
協
議
会
講
演
会

を
実
施
し
ま
す
。

日
時
は
十
二
月
十
五
日
（
日
）
午
後

時
半
か

ら
、
場
所
は
串
木
野
市
の

シ
ー
サ
イ
ド
ガ
ー
デ

ン
さ
の
さ

で
す
。
入
場
は
無
料
で
す
。
ふ
る
っ

て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

おおおおおおおお

知知知知知知知知知知

らららららららららら

せせせせせせせせせせ

月 日行われたプロジェクトチーム会議月 日行われたプロジェクトチーム会議

任
意
合
併
協
議
会
の
動
き

任
意
合
併
協
議
会
の
動
き

各班の分掌事務
区 分 分 掌 事 務

各班に共通
す る 事 務

基本協議項目に関すること。（合併方式、期日、市名
の決定方法、事務所の位置）
専門部会との連絡調整に関すること。

総務広報班

庶務及び会計に関すること。
協議会の会議に関すること。
協議会の広報・広聴に関すること。
国・県との連絡調整に関すること。

調整第一班
調整第二班

事務事業の一元化に関すること。
各種事務事業の調整に関すること。

計 画 班
新市将来構想及び新市まちづくり計画に関すること。
財政計画に関すること。
県事業との調整に関すること。

区 分 分 掌 事 務

各班に共通
す る 事 務

総務広報班

調整第一班
調整第二班

計 画 班

を
先
行
し
て
行
う
の

は
全
国
的
に
も
例
の

な
い
珍
し
い
取
り
組

み
で
す
。合
併
後
の
新

市
の
政
策
の
あ
り
方

を
各
市
町
村
の
政
策

担
当
者
が
早
め
に
議

論
し
、作
業
を
進
め
る

こ
と
で
、合
併
し
た
場

合
の
効
果
を
最
大
限

引
き
出
す
こ
と
を
め

ざ
し
て
い
ま
す
。

川西薩地区任意合併協議会 事務局体制（ 名）

事務職員 名は、川内市（ 名）、串木野市（ 名）、樋脇町、入来町、
東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村（各 名）及び県
（ 名）から派遣されています。


